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借家人に支払つた立退料

私は賃貸借契約によって、甲氏に

建物を貸 し付けていましたが、本年

1月 にその建物と致地を乙法人に譲

渡することとなり、甲氏に立ち退いてもらう

こととなりました。この際、私は甲氏に対 し

て立退料 として500万 円を支払いました。こ

の立退料は譲渡所得の金額の計算上、譲渡費

用とすることができますか ?

また、受取人の甲氏の課税関係、法人が立

退料 を支払った場合の取扱いについて合わせ

てお教えください。

(1)個人が建物とその敷地を譲渡

するために借家人に支払った立退料

個人が建物とその敷地を譲渡する

ために借家人に支払った立退料は、その個人

の譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用として

取り扱われます。

(2)借家人甲氏が受取つた立退料の課税関係

借家人甲氏が受取った立退料の課税関係は、

その内容により、次のように取り扱われます。

① 借家権の消減の対価たる性質を有する
もの…譲渡所得

② 移転休業等に伴う収益の補償的性質を
有するもの…事業所得

③ その他の性質を有するもの…一時所得
なる、賃貸借契約の解除に伴い受取った立

退料は、消費税の計算上、資産の譲渡等には

該当せず課税されません。

(3)法人が建物と

その敷地を譲渡す

るために借家人に

支払つた立退料

法人が支払った

立退料は、損金の

額に算入されます。

有限会社もできる社債の発行  社債の発行は、従来、株式会社以外はできませんでし
たが、昨年5月 施行の会社法により、既存の有限会社 (特例有限会社)や合名、合資会社
等でも発行できるようになりました。社債のうち少人数の縁故者や取引先等を対象とする

少人数私募債は、通常の社債に比べ無担保で発行できることなどから注目されています。
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∝
自
社
レ
ス
ト
ラ
ン
を
接
待
に
利
用
す
る
場
合
の

交
際
費
等
の
額
の
取
扱
い

国
側
　
し
硝
鞘
卿
勲
惇
瑯
巧
停
部
鸞
嘘

接
待
の
た
め
に
当
社
の
レ
ス
ト
ラ
ン
を

利
用
し
て
い
ま
す

（料
金
は
支
払

っ
て

い
ま
せ
ん
）
。
こ
の
場
合
の
交
際
費
等

の
金
額
は
、
売
上
金
額
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

一疼口　接徹鞘渡鱗骰報Ｔ幅隠蟷ギ
用
で
法
人
が
そ
の
得
意
先
、
仕
入
先
そ

の
他
事
業
に
関
係
の
あ
る
者
等
に
対
す

る
接
待
、
供
応
、
慰
安
、
贈
答
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
の
た
め
支
出
す

る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が

っ
て
、
ご
質
問
の
場
合
の
交

際
費
等
の
金
額
は
、
売
上
金
額
で
は
な

く
、
売
上
原
価

（材
料
費
、
人
件
費
そ

の
他
の
諸
費
用
）
の
金
額
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
ま
す
。

デパー ト等に対する協賛金

区王]ぁテⅢ晏衣誓♀留賓茜兵Ξこ:分手
卜に製品を納入 しています。

これらの納入先が大売出しや催物をするた

びに、広告宣伝費の一部、または、売場改装

費用の一部を負担 していますが、これらの費

用は税務上どのように取
')扱
われますか ?

|I11伝獄全議云橿務房讐比畳撞冤葛忌
は、広告宣伝費として取り扱われます。

2 売場改装のための費用を負担 した金額の
うち、貴社の納入製品の販売のためのもの

であったり、自ら出店 している売場の改装

のためであるものなど自己が便益を受ける

ために支出する費用で、その支出の効果が

1年以上に及ぶものは繰延資産 とされま

す。
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国 税/平成18年分所得税の確定申告
2月 16日 ～3月 15日

国 税/個人の青色申告の承認申請   3月 15日

国 税/贈与税の申告    2月 1日～3月 15日
国 税/2月分源泉所得税の納付    3月 12日
国 税/個人事業者の18年分消費税の確定申告

4月 2日

国 税/1月 決算法人の確定申告          国 税/4月 、7月 、10月 決算法人の消費税の

(法人税・消費税等)     4月 2日       中間申告 (年3回の場合)   4月 2日

国 税/7月 決算法人の中間申告    4月 2日   地方税/個人の都道府県民税、市町村民税、事業税

(事業所税)の申告      3月 15日

3月
=}―
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平成 19年度

相
場
の
な
い
株
式
等

の
贈
与
を
受
け
る

場
合
に
は
、　
一
定
の
要
件

の
下
で
、
六

〇
歳
以
上
の
親
か
ら
の
贈
与
に
つ
い
て

も
、
三
、
Ｏ
Ｏ
Ｏ
万
円
の
非
課
税
枠

の

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
適
用
が
認
め

ら
れ
ま
す
。

四
　
金
融

。
証
券
税
制

上
場
株
式
等

の
配
当
等
に
係
る
軽
減

税
率
の
特
例
及
び
上
場
株
式
等
に
係
る

譲
渡
所
得
等

の
軽
減
税
率

（
所
得
税

七
％
、
住
民
税
三
％
）
の
特
例
適
用
期

限
が

一
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

五
　
住
宅
税
制

１
　
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の

所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
控
除
額
の

特
例
の
創
設

住
宅
の
取
得
等
を
し
て
平
成
十
九
年

又
は
平
成
二
十
年
に
居
住
の
用
に
供
し

た
場
合
に
つ
い
て
、
特
例
が
創
設
さ
れ

ま
す
。
こ
の
特
例
は
、
従
来
の
特
別
控
除
と

の
選
択
適
用
と
し
、
控
除
期
間
、
住
宅

借
入
金
等

の
年
末
残
高
の
限
度
額
及
び

控
除
率
に
つ
い
て
は
、
図
表
２
の
と
お

り
で
す
。

２
　
住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
促
進

税
制
の
創
設

住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
等

平
成
十
九
年
度
の
税
制
改
正
は
、
経

済
成
長
に
重
点
を
置
き
、
設
備
投
資

の

促
進
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
企
業

に
、
よ
り
配
慮
し
た
も
の
が
多
く
な

っ

て
い
ま
す
。
そ
の

一
方
、
個
人
に
は
住

宅

ロ
ー
ン
減
税

の
延
長

・
拡
大
が
図
ら

れ
て
い
ま
す
。
以
下
、
要
点
を
ま
と
め

て
み
ま
し
た
。

一　
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

平
成
十
八
年
度
税
制
改
正
で
、
実
施

時
期
が
今
年
か
ら
の
も
の
も
あ
り
ま
す

の
で
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
主
な
も
の
を

整
理
す
る
と
、
図
表
１
の
よ
う
に
な
り

ま
す
。

二
　
減
価
償
却
制
度

１
　
残
存
価
額
の
廃
止

平
成
十
九
年
四
月

一
日
以
後
に
取
得

す
る
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
、
残
存

価
額
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
の
定
率
法
の
償
却
率
は
定

額
法
の
二

・
五
倍
と
さ
れ
ま
す
。

２
　
償
却
可
能
限
度
額
の
廃
止

平
成
十
九
年
四
月

一
日
以
後
に
取
得

す
る
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
耐

用
年
数
経
過
時
点
に

一
円

（備
忘
価
額
）

ま
で
償
却
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
既
存
設
備
に
つ
い
て
は
、
償

却
可
能
限
度
額

（取
得
価
額
の
九
五
％
）

に
到
達
後
五
年
間
で
均
等
償
却
が
で
き

ま
す
。

〓
一　
中
小
企
業
支
援

１
　
特
定
同
族
会
社
の
留
保

金
課
税
制
度
の
見
直
し

特
定
同
族
会
社
の
留
保
金

課
税
制
度
の
対
象
か
ら
資
本

金

一
億
円
以
下
の
法
人
が
除

外
さ
れ
ま
す
。

２
　
特
殊
支
配
同
族
会
社
の

役
員
給
与
の
損
金
不
算
入

制
度
の
見
直
し

特
殊
支
配
同
族
会
社
の
役

貝
給
与
の
損
金
不
算
入
制
度

に
つ
い
て
、
適
用
除
外
基
準

で
あ
る
基
準
所
得
金
額
が

一
、

六
〇
〇
万
円

（現
行
人
○
○
万
円
）
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

３
　
取
引
相
場
の
な

い
株
式
等
に
係
る

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
例
の
創

設推
定
相
続
人
の

一
人

（受
贈
者
）
が
、

平
成
十
九
年

一
月

一
日
か
ら
平
成
二
十

年
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
取
引

み
な
す
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。

６
　
特
定
資
産
の
買
換
え
の
場
合
等
の

課
税
の
特
例
の
適
用
期
限
の
延
長

特
定
資
産
の
買
換
え
の
場
合
等

の
課

税
の
特
例
に
つ
い
て
、
長
期
所
有
の
土

地

・
建
物
等
か
ら
国
内
に
あ
る
土
地

・

建
物
、
機
械
装
置
等

へ
の
買
換
え
の
適

用
期
限
が
二
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

に
係
る
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合

の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
控
除
額
の

特
例
が
創
設
さ
れ
ま
す

（図
表
３
）
。

一八
　
そ
の
他

１
　
電
子
申
告
税
額
控
除
の
創
設

電
子
証
明
書
を
取
得
し
た
個
人
が
平

成
十
九
年
分
又
は
平
成
二
十
年
分
の
所

得
税
の
納
税
申
告
書

の
提
出
を
電
子
申

告
で
し
た
勤
合
に
は
、

い
ず
れ
か
の
年

に
五
、
Ｏ
Ｏ
Ｏ
円
の
税
須
挫
除
が
で
き

ま
す
。

２
　
税
務
手
続
の
電
子
化
促
進
措
置

電
子
申
告
を
行
う
際
、
医
療
費
の
領

収
書
な
ど
の
第
三
者
作
成
書
類
の
記
載

事
項
を
入
力
し
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ

り
、
書
類
の
添
付
が
省
略
可
能
と
な
り

ま
す
。

３
　
寄
付
金
控
除
の
控
除
額
の
引
上
げ

控
除
対
象
限
度
額
が
総
所
得
金
額
等

の
四
〇
％

（現
行
三
〇
％
）
に
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。

４
　
役
員
給
与
の
整
備

事
前
確
定
届
出
給
与
の
届
出
期
限
が
、

役
員
給
与
に
係
る
定
め
に
関
す
る
決
議

を
す
る
株
主
総
会
等

の
日
か
ら

一
月
を

経
過
す
る
日

（そ
の
日
が
職
務
の
執
行

を
開
始
す
る
日
の
属
す
る
会
計
期
間
開

始
の
日
か
ら
四
月
を
経
過
す
る
日
後
で

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
四
月
を
経
過
す

る
日
）
と
な
り
緩
和
さ
れ
ま
す
。

５
　
リ
ー
ス
取
引
の
整
備

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

・
リ
ー
ス
に
該
当
す

る
リ
ー
ス
取
引
の
う
ち
、
リ
ー
ス
期
間

の
終
了
の
時
に
リ
ー
ス
資
産
が
無
償
又

は
名
目
的
な
対
価

の
額
で
賃
借
人
に
譲

渡
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等

の
要
件

に
該
当
し
な

い
も
の
は
、
売
買
取
引
と

◆
◆
◆

?ξ〃

暉

図表2 住宅ローン特別控除額の特例

図表3 住宅のパリアフリー改修促進税制 図表1 改正タイムスケジュール

居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 適用年・控除率

平成 19年 15年間 2,500万円以下の部分
1年目から]0年目まで060/9

11年目から15年目まで049/0

平成20年 同上 2.OOO万円以下の部分 同上

●=増税 ○=減税

平成 19年 1月 0所得税の定率減税の廃止
税源移譲の実施

○取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の倉」設

○住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特

例の創設

平成 19年 4月 ○減価償却資産について残存価額、償却可能限度額の廃止
(1円まで償却可 )
○住宅のパリアフリー改修促進税制の倉」設

6月 ●個人住民税の定率減税廃止

平成20年 4月  所有権移転外ファイナンス リース取引は売買とみなして処理
する

居住の用に

供する時期
控除期間

住宅借入金等の

年末残高
控 除 率

平成 19年

4月 1日から

平成20年

12月 31日

まで

5年間
],OOO万 円

以下の部分

一定のパリアフリー改修

工事に係る工事費用相当部

分 (200万円を限度)2%

イの「一定のパリアフリー

改修工事に係る工事費用相

当部分」以外の工事費用相

当部分 1%
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